
申請資料をＮＩＴＥに提出

経産省から大臣確認書を送付

ＮＩＴＥにおける事前相談

【包括申請】第二種使用等の大臣確認申請の手続きの流れ（鉱工業利用）

GILSP区分の遺伝子組換え微生物が対象になります。

①

②

③

e-Gov電子申請(もしくは書面)にて
申請書を提出

経産省及びNITEによる審査
（随時）

※原則、NITEによる現場確認の実施

標準処理期間：現場確認が実施されるため
設けられておりません。

：事業者など
：経産省
：NITE
：経産省・NITE

④


